
出張旅費補助及び激励金等の支給について

１ 全日本柔道選手権大会（男・女）の近畿地区予選を兼ねた近畿柔道選手権大会（男・女）
に県代表として派遣。
・審判員…派遣費として１人当たり5,000円を支給（但し遠方の場合は別途支給）する。
・選 手…参加費を支給する。
・各府県分担金を開催府県に納入（30,000円）する。

２ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会近畿予選（男・女）に県代表として派遣。
・審判員…派遣費として１人当たり5,000円を支給（但し遠方の場合は別途支給）する。
・選 手…参加費を支給する。

３ 全国会長会議（東京）
定例の全国会長会議の交通費・宿泊費・諸費は、全柔連から支給される。臨時に開催さ
れる場合も同じとする。（代理人出席の場合も同じ）

４ その他の会議等
県柔連の公用で出張し、主催者から旅費が出ない場合は、交通費・諸費の実費と、必要
に応じ宿泊費の実費を支給する。

５ 近畿柔道連盟（分担金、評議員会、研究部会、審議会）
・二府四県の分担金は、70,000円で、毎年４月に納入する。
・研修会（評議員会）１人当たり10,000円～20,000円の分担金を支給する。
・研究部会（技術指導部員２名）に対し、研究部会開催の都度、派遣費として１人あた
り5,000円を支給する。

・近柔連の形審査会、昇段審議会の旅費の補助は、近柔連から支給される。

６ 奈良県スポーツ協会評議員会（県柔連より１名）
・開催時、随時派遣費として3,000円を支給する。

７ 国民スポーツ大会
・奈良県スポーツ大会委員会負担の不足分については、県柔連より全額支給する。
・県柔連より激励金（補助金）として、300,000円を支給する。

８ 全日本柔道選手権大会（男・女）、全日本柔道体重別選手権大会（男・女）、全日本ジ
ュニア柔道体重別選手権大会（男・女）については、激励金として旅費補助を支給する。

９ 全柔連主催の試合で、奈良県代表として奈良県柔道連盟より派遣される選手については、
上記の規定に準じて支給する。

10 その他、各種の大会については、その都度理事会の承認を得て支給する。また、県柔連
の役員として各所に公用出張（慶弔を含む）及び派遣については、内規及び申し合わせ
に基づき実費を支給する。

平成21年４月１日
平成27年４月１日改正
平成30年４月１日改正 施行
令和６年４月１日改正 施行


